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埋蔵文化財とは 

 

 埋蔵文化財は、その名のとおり「地中に埋まっている文化財」のことです。ここでい

う文化財とは、地面に残っている住居跡や古墳などの痕跡（＝遺構）や、土器や石器な

どの昔の道具類（＝遺物）のことで、この遺構や遺物が分布している場所を、一般的に

遺跡といいます。 

 

お願い 

 

 埋蔵文化財は、私たち小矢部市に住んでいた祖先の痕跡を示す貴重な資料となり、そ

の歴史を知る手がかりになります。遺跡は一度壊してしまったら、二度と元には戻りま

せん。文化財の存在の意義やその重要性をご理解いただき、その保護についてご協力い

ただきますようお願いいたします。 

 


